
労働災害防止１０則 ☑

1 経営トップ・事業場トップによる決意表明 （労使一体となり意識の高揚） □

2 安全衛生管理体制の整備 （第三次産業は安全担当の安全推進者を） □

3 安全衛生パトロールの実施 （労働者参画型、事業場相互間等の実施） □

4 安全作業マニュアルの作成 （安全ポイントを含めた履行しやすいもの） □

5 安全衛生教育の実施 （雇入れ時、対話、階層別教育等を定期的に） □

6 リスクアセスメントの実施 （リスクを事前に評価し、除去又は低減を） □

7 自主的な安全衛生活動の推進 （４Ｓ活動、ＫＹ活動、ヒヤリハット等） □

8 行動災害（転倒、腰痛等）の防止 （設備面・体力面の両方で対策を） □

9 高年齢労働者・外国人労働者等の対策 （各特性に配慮した対策を） □

10 危険の見える化 （ピクトグラムやポップ等で見やすく、分かりやすく） □

福岡労働局・労働基準監督署

福岡労働局では、令和７年の福岡県内の労働災害による死亡者数が増加傾向にあること
から、令和７年８月１日に「死亡災害根絶 非常事態宣言」を発令し、労働災害防止対策
の徹底を訴えているところです。しかしながら、令和７年10月末現在の死亡者数は発令時
の15人から７人増加の22人となっており、増加傾向に歯止めがかかっておりません（平均
すると２週間に１人が亡くなっています。）。

（R７．10）

☆ 福岡労働局 安全課
 令和７年 取組重点 ⇒

建設業, 

13, 59%

製造業, 
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陸運業, 

2, 9%

その他, 

4, 18%

令和７年 死亡者数（10月末現在）
つきましては、今一度、経営トップによる

決意表明を行った上、労使一体となった安全
衛生活動の推進により、労働災害防止対策の
徹底を図られますようお願いします。

当リーフレットには「労働災害防止10則」、
「死亡災害防止10則」（裏面）、「福岡労働
局 安全課 令和７年 取組重点（コード）」
を載せていますので、是非ご活用ください。

しごと より いのち



死亡災害防止１０則 ☑

1

【高所からの墜落・転落災害の防止】
足場、作業床の端、開口部等の墜落危険箇所に手すり等を設置している。この設置が困難な

時やスレート屋根上（歩み板等を設置した上）では、墜落制止用器具（安全帯）を着用し、かつ、

必ず使用している。また、この取付のための丈夫で安全な設備（親綱等）を設けている。

□

2

【車両系建設機械等との接触災害の防止】
車両系建設機械等、いわゆる重機の走行や旋回など可動範囲内への立入禁止措置を徹底

している。臨時に立ち入る必要があるときは、無線やグーパー運動（立入者がパーで合図し、

重機運転手がグーで了解を示す。）等により確実に重機の運転を停止している。

□

3

【土砂崩壊災害の防止】
地山掘削や溝掘削の作業を行うときは、地質等の事前調査を実施し、その結果に基づく掘削

方法や角度で作業を行っている。また、掘削の高さや深さに関係なく、地山に崩壊のおそれが

あるときは、土止め等の措置を講じている。

□

4

【クレーン災害の防止】
クレーン等の玉掛け作業では、３３３運動（地切り３０cm以内、３秒以上停止、３ｍ以上離れて

合図）等により荷への接触防止措置を講じている。また、荷の運搬中もその下方には入らず、

荷の位置調整や保持等を行う必要があるときは、手鉤棒や介錯ロープ等を使用している。

□

5

【機械はさまれ・巻き込まれ災害の防止】
機械の掃除、給油、検査、修理、調整（原材料や異物の除去、不具合解消のための一時的な

作業や機械の設定を含む。）を行うときは、確実に機械の運転を停止している。また、機械運転

停止時は、起動装置に錠をかける、表示板を取り付ける等の措置を講じている。

□

6

【フォークリフト災害の防止】
フォークリフト作業では、事前に、その能力や作業場所の広さ等に応じた作業計画（運行経路

や作業方法等を示したもの）を定め、かつ、徹底している。また、フォークリフトの作業範囲内へ

の立入禁止、急発進・急旋回・急停止の禁止、用途外使用の禁止等を徹底している。

□

7

【荷役災害の防止】
貨物自動車の荷台での作業では、墜落時保護用の保護帽の着用、安全な昇降設備の使用

を徹底している。また、荷台端での後ずさり作業の禁止、三点支持による昇降、貨物自動車の

停車時の逸走防止等に関する教育を徹底している。低所でも油断せず、１ｍは一命取る！

□

8

【交通災害の防止】
安全運転、危険予知・かもしれない運転、体調管理、３つの余裕（時間・車間距離・気持ちの

余裕）等に関する教育を雇入時や定期的に実施している。また、取引先等と連絡調整した上、

安全に配慮した運行計画を策定している。危険マップ作成、車両点検、点呼等も行っている。

□

9

【有害物との接触災害の防止】
一酸化炭素中毒、酸欠、化学物質による障害等、有害物との接触のおそれがある作業（特に

急きょ生じた非定常作業）を行うときは、事前に作業計画を策定した上、換気や置換（パージ）

等による有害物の除去、有効な保護具・保護衣・検知器の着用等の措置を徹底している。

□

10

【熱中症の防止】
WBGT値（暑さ指数）を考慮した作業時間・休憩時間、暑熱環境への順応期間の設定（夏季休暇明け

も注意）、冷房・送風機・日よけ等の設置、休憩場所の確保、プレクーリング、水分・塩分の適宜補給、

当日の体調や健康管理、初期発見の体制整備、応急措置や医療機関の周知等を行っている。

□


